
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料２－３

・民間の審査制度の活用について

(2) 規格の標準化・要素技術の一般化及び
全体最適の検討

第１４回コンクリート生産性向上検討協議会
令和７年２月２６日



PCa製品の導入促進のための検討（民間審査制度の活用）

44

■ 検討の進め方（案）

民間審査制度の整理

・様々な分野で活用されているPCa製品・工場に関する審査制度の情報を収集・整理

直轄の業務において試行

・民間審査制度を活用した品質管理項目の省略について、直轄工事において試行する
・課題を整理し対策を検討する

【試行概要】従来の品質管理における提出書類等について、審査制度導入によるメリットを実感、課題の抽出、
フォローアップの実施

民間の審査制度を活用する体制づくり（制度・審査証の承認）が必要となる

試行結果を踏まえた品質管理手法の検討

・現行の品質管理基準類における品質管理の効率化の検討、本格運用
【検討事項】課題への対策を整理、品質管理の関連基準へ反映を検討

【検討事項等】
・九州地方整備局など審査制度の活用状況を調査し、試行要領（案）の検討を行う

国土交通省では、「建設現場の省力化」および「工期の平準化」等の観点から、プレキャスト製品の活用を、i-
Constructionの一環として平成２８年度より取り組んでいる。
プレキャスト製品を活用するにあたり、コスト面における課題や品質管理項目が多い等の理由から、施工段階で
の普及が伸び悩んでいる状況（受発注者ともに、プレキャスト製品使用よる書類簡素化へのメリットが薄い）。

この課題に対し、民間で認証している審査制度等を直轄工事にも取り込み、品質管理の効率化を図ることにつ
いて検討を進める。

■ 経緯
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コンクリート生産性向上検討協議会においては、プレキャスト製品の現場適用における品質管理
の合理化に向けて、民間によるPCa製品の審査制度を活用した品質管理により検査の効率化を
目指すことが可能か検討している。

施工管理基準（案）
（品質管理基準及び規格値）

比較検討

■ コンクリート生産性向上検討協議会との関わり

■ 検討フロー（案）

調査対象
・プレキャストコンクリート製品JISⅠ類およびJISⅡ類
・RPCA製品審査・工場認証審査
（一社）道路プレキャストコンクリート製品技術協会（ＲＰＣＡ）
・製造品質検査関係規定集
北陸土木コンクリート製品技術協会 製造管理技術委員会

【国のPCaの品質管理方法】 【民間審査制度】

民間審査制度を受けた工場または製品につい
て、関連する品質管理試験の提出書類の簡素
化による効率化

現状の
整理

今後の
方向性

【品質管理方法の簡素化】

国の品質管理基準項目に対応する民間の審査項目の比較検討

【民間審査制度の活用に向けた具体施策の検討】

○民間の各審査制度の利点・欠点を整理
・活用可能な審査制度の検討
○国が審査制度として認証することができるか検討
・製品毎、ジャンル毎に、活用出来そうな審査の手法のリスト化
・認証体制を構築可能か検討

PCa製品の導入促進のための検討（民間審査制度の活用）
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■ 検討結果 品質管理管理基準及び規格値（PCa製品その他）

18項目がPCa製品JISⅠ類と同様に
最小２項目まで削減可能となる見込み

品質管理基準及び規格値（案）
の品質管理項目

民間の審査制度における工場及
び製品の管理項目
（例）・RPCA

・北陸土木コンクリート製品技術協会

比
較

PCa製品の導入促進のための検討（民間審査制度の活用）

工　種
試験
区分

試験項目
試験成績
表等によ
る確認

1
2　プレキャストコンクリート製品
�(RPCA・北土コン）

必須 RPCA審査基準適合標章確認・北土コン製造品質
確認書　又は「その他」の試験項目の確認

2
2　プレキャストコンクリート製品
�(RPCA・北土コン）

必須 製品の外観検査（角欠け・ひび割れ調査）

工　種
試験
区分

試験項目
試験成績
表等によ
る確認

1
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 セメントのアルカリシリカ反応抑制対策
○

2
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 コンクリートの塩化物総量規制
○

3
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 コンクリートのスランプ試験／スランプフロー
試験 ○

4
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 コンクリートの圧縮強度試験
○

5
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 コンクリートの空気量測定
(凍害を受ける恐れのある製品) ○

6
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 骨材のふるい分け試験
（粒度・粗粒率） ○

7
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 骨材の密度及び吸水率試験
○

8
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 粗骨材のすりへり試験
○

9
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 骨材の微粒分量試験
○

10
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 砂の有機不純物試験
○

11
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 骨材中の粘土塊量の試験
○

12
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験
○

13
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 セメントの物理試験
○

14
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 セメントの化学分析
○

15
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 コンクリート用混和材
・化学混和剤 ○

16
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

JISレミコン以外必須 練混ぜ水の水質試験
○

17
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 鋼材
○

18
4　プレキャストコンクリート製品（そ
の他）

必須 製品の外観検査（角欠け・ひび割れ調査）

品質管理基準及び規格値（案）におけ
るプレキャストコンクリート製品（その他）
の品質管理項目と民間審査制度におけ
る品質管理項目を比較整理し検討した
結果、民間の審査制度を活用すること
で18項目必要だった品質管理項目が
PCa製品JISⅠ類と同様に最小２項目ま
で削減可能となる見込みである。



【九州】プレキャスト製品採用の取り組み状況

▉ 民間審査制度を活用することのメリット
○RPCA審査は、第三者機関によって客観的に証明され「製品審
査」だけでなく「工場審査」も認証されているため、製品に求められる
性能や機能、構造細目に加え、製作工場の施工管理（品質、出
来形）についても「適合証明書」「製品審査結果」により確認が容易。

○使用目的・現場条件・要求性能を満足する道路PCa製品の抽
出、比較検討が容易に行えるようになり、製品選択及び採用製品の
決定が容易に行える。

○工場検査を省くことも可能。
（発注者も一定の工場での確認を行う事が、技術力確保のために
望ましい。）

○通常製品で重要構造物の場合、本来は、要求性能を満足してい
るか、別途設計業務による照査、工場製作時の品質、出来形確認
項目設定と確認が必要となるが、RPCA製品を採用する場合、書類
や施工時の立会項目を「RPCA 製品審査基準適合証明書」による
確認のみのため、設計照査期間が短縮され、早期に製作に着手す
ることができた。

○現場打ちやJIS製品に比べて、品質、出来形において問題は生じ
ていない（RPCA製品はJIS製品と同等品以上として取り扱えると判
断）ことから、民間審査制度の導入は発注者視点として生産性向
上に有益となっていると判断でき、RPCA製品適用を妨げる理由は見
当たらない。

【RPCA製品審査基準適合証明書】
（佐賀国道事務所の事例）
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■ 検討状況 利点欠点の比較検討結果

【比較方法・内容】
・民間の審査制度を活用方法
を検討するため、PCa製品
JISⅠ類・JISⅡ類、民間の審
査制度のメリット・デメリットを
整理。
・民間の審査制度である、
RPCA、北土コンに対するヒア
リングを実施し審査内容を整
理の結果、国の品質管理と同
等以上の試験項目を行ってい
ることを確認。

■ 今後の予定（案）

PCa製品の導入促進のための検討（民間審査制度の活用）

デメリットメリット

・実績によって性能を満足することが確認され
た製品が対象であるので比較的小型で使用実
績が多いPCa製品に留まる。

・実績によって性能を満足することが確認され
た製品が対象であるので、設計時より取り入れ
ることが可能。
・JISマーク表示製品であるので直轄工事で使
用する場合、品質管理項目で試験や品質を証
明する資料の提出が省略可能。

PCa製品JISⅠ類
製品の性能を満足することが､実績によって確
認された仕様に基づいて製造される製品で､附
属書に推奨仕様が示されているもの｡

ー

・受渡当事者間の協議によって､性能及び仕様
を定めて製造される製品をⅡ類として認証でき
るので、売買契約を締結し、左記協議を行って
製造していれば全てのPCa製品でJISマークが
取得可能。
・JISマーク表示製品であるので直轄工事で使
用する場合、品質管理項目で試験や品質を証
明する資料の提出が省略可能。

PCa製品JISⅡ類
受渡当事者間の協議によって､性能及び仕様
を定めて製造される製品｡

・直轄工事で使用する場合、試験項目（試験成
績表等による確認項目）が多い。
・性能が満足しているか否か発注者は判断が
必要となる。

ー
PCa製品その他

・国が関与していない審査制度がある。

・審査制度が複数有り納品側はそれぞれの対
応が必要。

・民間審査制度の対象構造物が限定されてい
ることがある。

・発注者の考えや技術基準に準拠した製品を
事前審査し、品質・性能証明しているので設計
時より製品を採用することが可能。

・発注者や購入者から、納入する製品の品質
（性能を含む）に関する技術証明書等の技術
関係書類の提出を求められた場合に、交付さ
れる審査基準適合証明書のコピーを提出する
だけで、発注者（国等）が求める基本的な内容
のすべてをカバーすることができることから、技
術関係書類の提出の手間が大幅に簡素化可
能。

民間の審査制度


